
第８回聖籠町教育委員会定例会 議事録 

 

 

日時：令和７年８月 22日（金） ９：30～ 

場所：聖籠町役場３階 第２会議室 

委員出席者 

  近藤朗教育長、佐藤政志委員、佐久間千都委員、高橋真弓委員 

事務局出席者 

  小林裕之教育未来課長、宮澤徳昭社会教育課長、宮澤孝也図書館長、 

小林和浩子ども教育課長、大野義史子ども教育課長補佐（書記） 

 

○近藤教育長 

これから令和７年第８回聖籠町教育委員会定例会を開催いたします。 

では、会議録署名委員の選出をお願いします。 

 

○小林子ども教育課長 

本日の議事録署名委員は佐藤政志委員にお願いいたします。 

 

○佐藤委員 

お願いします。 

 

○近藤教育長 

よろしくお願いいたします。それでは行政報告をいたします。 

・屋内遊び場プロポーザルについて 

・町村教育長研修会について 

・広島平和記念式典出発式について 

・教頭補助等について 

・こども計画ワークショップについて 

・哈爾賓訪問について 

・部活動の地域展開に関する産官学連携フォーラムについて 

以上ですが、皆さんの方から何かご質問等ありますでしょうか。 

 

〇近藤教育長 

  はい。よろしいですか。では、次に進みます。議案第３２号聖籠町学習用モバイ

ルルーター貸出しに関する要綱の制定について、お願いします。 

 

○小林子ども教育課長（概要説明） 



○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、何かご質問等ありますでしょうか。 

 

○佐藤委員 

確認だけお願いします。LTEモデルから Wi－fiモデルに変更するというのは、

これは業者が変わったからなのか、それとも経済的な問題なのか、それとも何らか

の関係でこうなったのでしょうか。 

 

○小林子ども教育課長 

  ５年前に、最初の１人１台端末が導入されたわけですけども、Wi-fi環境が整っ

ていない家庭も一定数あったということで、端末自体で通信ができる LTEモデルの

方がいいだろうという判断に至って、５年間は町が通信料をすべて負担しながら

LTEモデルを使用していたというところです。この度５年が経過して、入れ替えの

タイミングとなったわけですけれども、近隣自治体の情報を確認すると、LTEモデ

ルを導入してすべて自治体が通信料を負担しているというのは、ほぼないというこ

とと、時代がもう移り変わってほぼほぼ家庭に Wi-fi環境が整ったという状況があ

ったので、今回の入れ替えに関しては Wi-fiモデルの端末を導入するというような

経緯であります。ただし、万が一、Wi-fi環境が整っていない家庭もあるかもしれ

ないというところで要綱を制定する流れになっております。 

 

○近藤教育長 

  はい。加えてですが、最初はそれぞれの市町村が独自に業者を選んで行っていた

のが、価格を抑える目的もあって、共同調達というやり方に変わりました。県の方

で取りまとめを行い、その中で Wi-fiモデルが選定されてきています。町で独自に

要望を上げても全体の総意でどういうものか決まっているという経緯があります。 

 

○佐藤委員 

  はい。わかりました。ちなみにモバイルルーターの貸し出しはもう事前に申請さ

れているのでしょうか。これからなのでしょうか。 

 

○小林子ども教育課長 

  申し込みはこれからとなります。 

 

○佐藤委員 

  はい。わかりました。 

 

 



○近藤教育長 

はい。他によろしいでしょうか。では、議案第３２号、聖籠町学習用モバイルル

ーター貸出しに関する要綱の制定について承認いただけますでしょうか。 

（全員承認）ありがとうございます。 

では、定例報告に入ります。子ども教育課長お願いします。 

 

○小林子ども教育課長 

・こども計画について 

・屋内遊び場について 

・一人一台タブレット端末について 

・令和 7年度 就学援助認定者等について 

・学校給食費の収支状況について 

 

○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、ついていかがでしょうか。よろしいですか。 

では、続いて教育未来課長お願いします。 

 

〇小林教育未来課長 

  ・実績報告について 

  ・実施計画について 

  ・７月の勤務状況について 

  ・令和７年度聖籠町学古堂夏季講座事業評価について 

  ・令和７年度全国学力・学習状況調査結果のお知らせについて 

 

○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、このことについていかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 

  お願いします。学習状況調査の結果についてですが、町民の方にはいつお知らせ

する予定ですか。 

 

○小林教育未来課長 

  広報せいろうの９月お知らせ号に掲載する予定です。 

 

○佐藤委員 

  わかりました。あと、第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げた項目の状

況（断定的肯定率）で、数字を見ると、2025年度の目標値と令和７年、つまり今



年度の数値が目標値ですよね。そうなると、改めて見ると目標値が高すぎるのでし

ょうか。つまり、この目標値を上回っているのが、いや目標だからいいんですと言

われればそうなのですけど、結果的に目標値を達成しているのが、このすべての項

目の中でなかったですね、ということになるのかなというふうに思ったのですが、

そういう解釈でよろしいですか。 

 

○小林教育未来課長 

目標値は確かに私も見て、高いなと思いますし、実際の結果を見てみると、ご指

摘の通りだなと思います。ですので、次に目標値を設定する際は、現状から考えて

いくことも必要かと思います。 

 

○佐藤委員 

そうですよね。第二期が 2025年で、これで終わるのか中間なのかわかりません

が、そうすると次がまた新たに出てくるわけなので、そこは達成可能なところに近

づけたほうがいいのかなと、この数字を見ながら思いました。以上です。 

 

○近藤教育長 

全くその通りです。これを策定するときに、当時の副町長と、どのぐらいの比率

にすればよいかなと、私も作るのは初めてだったので、いろいろ相談して、思い切

って高く設定した方がいいですよという話がありまして、このような目標値を設定

したところです。少し難しいというここ数年の実態が把握できましたので、今後目

標値の改定があるわけですので、そのときに審議をして設定していきたいと思いま

す。 

 

○近藤教育長 

  その他にいかがでしょうか。 

 

〇髙橋（真）委員 

  教えてください。家庭支援の必要な家庭が増えてきているということだったので

すが、詳しく教えてください。 

 

〇小林教育未来課長 

  はい。子供たちの行動観察を行いまして、それに伴って、保護者の方から何か相

談したいことはないですかということも併せて聞いていて、相談したいことがある

方については、その際に聞き取り、相談を実施したということになります。ですの

で、今困っているからというよりも、入学にあたって心配なことがあるというニー

ズを把握してそれに対して、面談を行っているということであり、今すぐに支援が



必要な事案が起こっているという意味ではありません。 

 

〇髙橋（真）委員 

  分かりました。 

 

○近藤教育長 

その他いかがでしょうか。よろしいですか。では、続いて社会教育課長お願いし

ます。 

 

○宮澤社会教育課長 

  ・実施報告 

  ・実施計画 

  ・これからの事業・イベントについて 

 

○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、このことについていかがでしょうか。 

 

○髙橋（真）委員 

  教えてください。「２０歳を祝う会」に保護者も大勢参加したとのことですが、

保護者への案内というのは何かあったのでしょうか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

  対象者への案内と併せて保護者の方も是非ご参加くださいというような形で案内

はしています。 

 

〇髙橋（真）委員 

  ありがとうございました。大勢の方に祝っていただいてとても良いなと思いまし

たので、今後も続けてもらえればと思います。 

 

〇宮澤社会教育課長 

  はい。引き続き取り組んでいきたいと思います。 

 

○近藤教育長 

その他にいかがでしょうか。では次へ行きます。図書館長、お願いします。 

 

 

 



○宮澤図書館長 

  ・事業実績及び予定について 

  ・利用状況について 

 

○近藤教育長 

はい。今の説明についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では、以上で定例報告を終わります。６番その他ですが、事務局から何かござい

ますか。 

 

〇小林子ども教育課長 

  はい。２点お願いします。まず次回の定例会ですが、９月議会の関係もあり、９

月２６日（金）午後１時半から開催したいと思いますが、皆さまのご都合はいかが

でしょうか。 

 

〇委員全員 

  大丈夫です。 

 

〇小林子ども教育課長 

  では、髙橋恵委員には後日確認させていただきますが、次回は９月２６日（金）

午後１時半からということでお願いします。 

  ２つ目ですが、この後、午前１１時よりこちらの会議室において、令和７年度第

２回聖籠町総合教育会議を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○近藤教育長 

はい。では以上をもちまして令和７年第８回聖籠町教育委員会定例会を終了いた

します。お疲れ様でした。 

 

 

 

上記のとおり、令和７年第８回定例会の会議録に相違ないことを証明する。 

 

 

令和７年８月２２日 

 

教育長              

 

委 員              


